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１． 事業者名 株式会社エスバイエス

２． 代表者氏名 定石 明

３． 所在地 本社および静岡営業所：　静岡県静岡市葵区唐瀬2-4-30
富士営業所：　静岡県富士市神谷新町98-1
浜松営業所：　静岡県浜松市中区上島3-18-8

４． 事業活動 給排水設備メンテナンス

５． 従業員数 ３８名

６． 環境管理責任者　 鈴木　雪恵
連絡担当者 株式会社エスバイエス 環境管理事務局

７． 連絡先 TEL　（054）249-1500 FAX　（054）249-3555

８． 建設業許可／産業廃棄物収集・運搬
建設業
静岡県知事許可　（般-4）第34713号
許可業種：管工事業、機械器具設置工事業、電気工事業
許可年月日：2022年12月14 有効期限：2027年12月13日

産業廃棄物収集・運搬（自社運搬のみ、受託実績がない為、認証登録対象外）
静岡県　第０２２０１１６８３９６号
許可品目：廃プラ類、金属くず、ガラスくず・コンクリがら及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず
許可年月日：2022年10月3日 有効期限：2027年10月2日 2022年度：収集運搬実績なし

台数
1台
2台
1台
6台
1台
1台

９． 事業の規模
① 設立（現在地）
② 事業規模

単位 2018年 2019年 2020年 2021年度 2022年度

百万円 595 677 602 587 707
人 40 38 39 40 38

ｍ2 321 321 321 321 321

ｍ2 753 753 753 753 753

１０． 事業年度　　
５月１日～翌年４月３０日

１１． レポートの運用期間及び発行日

１２ 認証・登録の対象範囲

対象組織：本社/静岡営業所・富士営業所・浜松営業所（事務・経理部門、技術部門）

Ⅰ　組織の概要

1992年4月

活動規模

売上高

従業員

2000kg
1500kg
350kg

倉庫床面積

環境経営レポート運用期間（２０２２年５月１日～２０２３年４月３０日）
環境経営レポート発行日（２０２３年９月０６日）

活動：　マンション・ビル給排水設備メンテナンス業

車両種類 規模/能力

事務所床面積

1250kg

200kg

キャブオーバ

バン 1150kg

本社/静岡営業所

富士営業所浜松営業所
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Ⅱ　実施体制

作成者：鈴木　雪恵

作成日：２０２１年７月３１日

代表取締役・環境経営最高責任者

環境管理責任者

環境経営推進委員会

環境管理事務局

①本社②静岡営業所③富士営業所④浜松営業所

織組進推

役割分担

Ａ．代表取締役

当社の環境経営最高責任者として、次の役割を負う。
① 環境経営システム管理責任者をはじめ、必要な責任者を任命する。当該責任者には、

現在の責務に関わりなく、責任と権限を明示する。

② 経営システムの構築・運用・維持に必要な経営諸資源（人材・資金・機器設備・技術

技能を含む）を準備する。

③ 環境経営に関する基本理念・基本方針を制定し、基本的な環境経営目標を設定する。
④ 環境経営システムの構築・運用に関する情報を収集し、環境経営方針・目標をはじめ、

システム全体の見直しを行い、必要あれば改定を指示する。

⑤ 経営における課題とチャンスを整理し、明確にする。

Ｂ．環境管理責任者
環境経営システム管理責任者として、次の役割を負う。

① 環境経営に関する経営諸資源の合理的・効果的な運用を図り、目的を達成するために、
環境経営に関する委員会組織を運営する。

② 環境経営システムの構築と運用を円滑に行い、最高責任者による見直しのための情報と
して、その構築・運用に関する情報を最高責任者に提供する。

Ｃ．各部署の長

自己の管理範囲内において、全員参画による環境経営システムの運用及び管理に責務を

負い、部署内の必要な人材育成、パフォーマンスの向上を図る。
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Ⅲ　環境経営方針
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１．運用期間（2022年5月〜2023年4月）の環境経営目標

前年期間

2021年5月〜
2022年4月

実績値

kg‐CO2 132,257

電力 kWh 49,470

ガソリン Ｌ 11,790

軽油 Ｌ 31,025

液化石油ガス（LPG） kg 56

一般廃棄物排出量 ｔ 3.848

産業廃棄物排出量 ｔ 78.5

m3 436.0

件 16

t 0.0

件 1

２．中期の環境経営目標

※基準年度

2020年度

2020年5月
〜

2021年4月

kg‐CO2 147,130

電力 kWh 47,292

ガソリン Ｌ 13,449

灯油 Ｌ 35,726

液化石油ガス（LPG） kg 61

一般廃棄物排出量 ｔ 3.952

産業廃棄物排出量 ｔ 77.6

m3 549.0

件 14

t 0.0

件 4

１． 本社・静岡の「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、「－R1年度実績－ R3.1.7環境省・経済産業省公表」鈴与商事(株)の調整後排出係数「0.537㎏-CO2/kWh」を使用した。

２． 富士の「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、「－R1年度実績－ R3.1.7環境省・経済産業省公表」大和ライフエナジア(株)の調整後排出係数「0.462㎏-CO2/kWh」を使用した。

３． 浜松の「購入電力」の二酸化炭素排出係数は、「－R1年度実績－ R3.1.7環境省・経済産業省公表」中部電力ミライズ(株)の調整後排出係数「0.452㎏-CO2/kWh」を使用した。

４． 上記各目標欄の電力使用量（2020年度）は１．～３．の合算である。

５． ２０２０年度審査完了後、一般廃棄物の数値が実情と乖離していることがわかった。基準年の見直しを基に再度各営業所の洗い出しを行い、現実に沿った数値に正した。

以降は、今までとおりに売上に対しての比率でカウントする。また、基準見直しの必要があれば各営業所の数値洗い出しを都度行う。（見直し前数値は、0.31t)

Ⅳ　環境経営目標

項目 単位

運用期間（2022年度）

2022年5月〜
2023年4月

目標
削減率(前年比)

今年度及び中長期
目標値

35,726

61

二酸化炭素排出量 -1% 130,934

内訳

-1% 48,975

-1% 13,315

-1% 30,715

-1% 55

13,449

廃棄物
実績値把握

実績値把握

3.952

77.6

水道使用量の削減 実績値把握

リユース工事の施工実績 +1件 +17件

549.0

14

化学物質の使用 実績値把握

クレームの発生 実績値把握

0.0

4

前年比-1% 前年比-1% 前年比-1%

二酸化炭素排出量 前年比-1% 前年比-1% 前年比-1%

内訳

前年比-1% 前年比-1% 前年比-1%

前年比-1% 前年比-1% 前年比-1%

前年比-1% 前年比-1%

クレームの発生 基準値維持 基準値維持 基準値維持

水道使用量の削減 実績値把握 実績値把握 実績値把握

リユース工事の施工実績 前年比+1件 前年比+1件 前年比+1件

化学物質の使用 実績値把握 実績値把握 実績値把握

廃棄物
実績値把握 実績値把握 実績値把握

実績値把握 実績値把握 実績値把握

前年比-1%

基準期間

2020年5月〜
2021年4月

基準値

147,130

47,292

項目 単位

目標年度

2021年度 2022年度 2023年度

2021年5月〜2022年4月 2022年5月〜2023年4月 2023年5月〜2024年4月

４



① 常時

② 常時

③ 常時

④ 常時

① 常時

② 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

④ 常時

液化石油ガス 給湯 鈴木 ① 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

④ 常時

① 常時

② 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

④ 常時

⑤ 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

① 常時

② 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

① 常時

② 常時

③ 常時

④ 常時

クレーム発生
件数

環境に配慮した
製品使用

前田
グリーン購入の推

進

リユース
貯水槽の
利用推進

環境配慮工事の
提案

購入電力
適正な冷暖房温度(室内温度)の適正維持

室内換気の維持

使用していない機器の電源オフ

長時間未使用のパソコン・コピー機等の電源オフ

鈴木空調

退社時のパソコン・コピー機等の電源オフ確認

節電モードの利用

OA

情報収集を継続的に行う

上水水使用量の削減 田中

環境への負荷が少ないものを進んで購入

導入コスト削減に向けて業者と交渉

使用物質の成分の把握

購入量の確認等

会社車両洗車での節水

トイレ手洗いの自動化導入による節水励行

漏水などの設備点検の実施

Ⅴ　環境経営計画

（運用期間：2022年5月～2023年4月）

責任者目標

忘れ物防止等による車両往復の減少

二酸化炭素の
削減

区分 項目

鈴木照明

活動項目 期間

作業場内の不使用場所の消灯、不要箇所の減灯

通路照明不要時の消灯

会議室、応接室等の不使用時の消灯

その他、不使用場所の消灯、不要箇所の減灯

定められた方法に従って分別

資源ごみ管理維持

各廃棄箱に表示

定期的な勉強会の開催

鈴木

使用前の水栓ハンドル位置確認・必要外の無駄使用を避ける

無駄な資材・道具の積載を避ける

長時間のアイドリングを避ける

急加速を避ける

佐藤
和

混合物の分別によるリサイクル化向上

種類毎のリサイクルボックスに分別
産業廃棄物の

削減

佐藤

化学物質
使用量

化学物質
維持管理

石田

廃棄物の削減

現場での資材・工具等の忘れ物表の作成およびチェック

ガソリン
　・
軽油

乗用車
トラック

半田

安本
顧客満足度の

向上

会議・朝礼時における教育および通達

現場責任者と営業所長による原因究明活動の実施

件数集計の実施および前年度との比較など

リユース利用をお客様に周知徹底する

廃棄物があまり出ないような施工計画の策定および実施

貯水槽の劣化等情報収集を継続的に行う

八木

法令などの遵守

一般廃棄物の
削減

５



①運用期間（2022年5月〜2023年4月）の環境経営目標の実績
※基準期

間
前年度

2020年5月〜
2021年4月

2021年度

2021年5月〜
2022年4月

基準値 実績値
目標
削減率

目標値
実績
削減率

実績値 評価

kg‐CO2 147,130 132,257 前年比-1% 130,934 -5% 125,068 ◯

電力 kWh 47,292 49,470 前年比-1% 48,975 -5% 46,884 ◯

ガソリン Ｌ 13,449 11,790 前年比-1% 11,672 -25% 8,800 ◯

軽油 Ｌ 35,726 31,025 前年比-1% 30,715 1% 31,465 ☓

液化石油ガス（LPG） kg 60.66 56 前年比-1% 55 4% 57.75 ☓

一般廃棄物排出量 ｔ 3.95 3.85 実績値把握 21% 4.64

産業廃棄物排出量 ｔ 77.6 78.5 実績値把握 -8% 72.4

m3 549.0 436.0 実績値把握 -1% 432.0

件 14 16件 前年比+1件 17件 +1件 17件 ◯

t 0.0 0.0 実績値把握 0.0

件 4件 1件 基準値維持 3件

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

単位

廃棄物

水道使用量の削減

リユース工事の施工実績

化学物質の使用

クレームの発生

運用期間

2022年5月
〜

2023年4月

二酸化炭素排出量

内訳

項目

評価

二酸化炭素

目標値に対しての実績は上記表のとおり削減で終えた。昨年比では５%減となった。

排出量を構成する電気は、前年比では５％減となった。昨年の実績値が多くなったためもあるが一昨年と比較しても約１％減となっている。昨年増加となっ

たためこまめな節電および残業時間短縮に努め、主に使用量の多い本社での削減が功を奏した。燃料に関しては、前年比でガソリンは２５％減となっている

が主な要因はガソリン使用車両が１台減ったため（５％減）と各車走行ガソリンの減少による。工事ガソリンは売上が伸びていることもあり、１６％増となった。

軽油は１％増となっているが売上高比率の中で清掃は横ばい、工事は２６％増となっているので、工事売上高比率と比較すれば少ない増量だが、燃料高騰

のおり、数値把握を行い必要以上に増加しないよう努めたい。

廃棄物

行政報告提出については、滞りなく行えた。

マニフェスト管理・集計は不備なく行えた。

以前より、リサイクルゴミと、処分ゴミの区別はしていたが、金属くずに対しての分別は金属種別毎に徹底することで再資源化に役立っている。

上表「①運用期間（2022年5月〜2023年4月）の環境目標の実績」産業廃棄物排出量では、８％減となった。工事の売上比率増からすると少なく感じるかもし

れないが、工事売上に寄与した大規模修繕に関する排出事業者は、管理会社となるので当社産廃でないことも原因のひとつである。混合廃棄物では約２

０％増であり汚泥が約１０％減となり工事売上が好調だったことがうかがえる。また、有価処分を行っている１００％リサイクルの金属くずにおいては３０％程

の減少であるが分別が疎かになっている様子はうかがえなかった。

水道および化学物質使用

数値の把握を実施し、いずれの項目についても問題がないことを確認。引き続き管理を行う。

クレームの発生

昨年比では２件増となった。不注意ミスによるクレームが１件。確認不足によるクレームが２件であった。不注意ミスについては経験が伴わないことが原因

にあるが、そのような場合の対応を人員数含め今後の検討の余地がある。確認不足によるクレームは、経験を伴いこうであろうというある意味慢心が招いた

ものであると考えられるのであらためて従来社員の教育とともに、すべてのクレームは会議等にて、原因と対策について弊社社員にも伝えられた。来年はク

レームが無いよう努めたい。

リユース工事の施工実績
当社で推進するリユース工事の施工実績は、前年比１件増加している。

また、１７物件中の取引先が１１社（同一会社別支店別カウントとする）と満遍なく広く取り引きされているので年周期でのムラにより少ない年もあるだろうが、

長期的に施工実績が落ち込むことはないと考えるので、引き続き営業を続けたい。

６



②次年度の環境経営目標
※基準年

度

前年度
2020年度

2020年5月
〜

2021年4月

kg‐CO2 147,130 前年比 -1% 前年比 -1% 前年比 -1%

電力 kWh 47,292 前年比 -1% 前年比 -1% 前年比 -1%

ガソリン Ｌ 13,449 前年比 -1% 前年比 -1% 前年比 -1%

軽油 Ｌ 35,726 前年比 -1% 前年比 -1% 前年比 -1%

液化石油ガス（LPG） kg (60.66) 前年比 -1% 前年比 -1% 前年比 -1%

一般廃棄物排出量 ｔ 3.95

産業廃棄物排出量 ｔ 77.6

m3 549.0

件 14 前年比 +1件 前年比 +1件 前年比 +1件

t 0.0

件 4件

2020年度を基準年度に据えるが、達成目標は前年度を設定する。

実績値把握

実績値把握

実績値把握

実績値把握

実績値把握

実績値把握

実績値把握

実績値把握

目標削減率

2022年5月〜
2023年4月

2023年5月〜
2024年4月

実績値把握

実績値把握

リユース工事の施工実績

化学物質の使用

クレームの発生

実績値把握

実績値把握

Ⅵ　環境経営目標の実績・取組結果並びに次年度の環境経営目標

項目 単位

二酸化炭素排出量

2021年度 2022年度 2023年度

2021年5月〜
2022年4月

実績値把握

実績値把握

実績値把握

内訳

廃棄物

水道使用量の削減

６



今後（次年度）の取組

評価 内容 内容

① 作業場内の不使用場所の消灯、不要箇所の減灯 ○ 徹底されている 継続実施

② 通路照明不要時の消灯 ○ 実施された 継続実施

③ 会議室、応接室等の不使用時の消灯 ○ 実施された 継続実施

④ その他、不使用場所の消灯、不要箇所の減灯 ○ 実施された 継続実施

① 適正な冷暖房温度(室内温度)の適正維持 ◯ 実施された 継続実施

② 室内換気の維持 ○ 実施された 継続実施

① 使用していない機器の電源オフ ○ 実施された 継続実施

② 長時間未使用のパソコン・コピー機等の電源オフ ○ 実施された 継続実施

③ 退社時のパソコン・コピー機等の電源オフ確認 ○ 実施された 継続実施

④ 節電モードの利用 ○ 実施された 継続実施

液化石油ガス 給湯 鈴木 ① 使用前に水栓ハンドル位置確認・必要外の無駄使用を避ける △ 実施したつもりであったが
結果がともなわなかった 継続実施

① 無駄な資材・道具の積載を避ける ○ 実施された 継続実施

② 長時間のアイドリングを避ける ○ 実施された 継続実施

③ 急加速を避ける ○ 実施された 継続実施

④ 忘れ物防止等による車両往復の減少 ○ 実施された 継続実施

① 定められた方法に従って分別 ○ 実施された 継続実施

② 資源ごみ管理維持 ○ 実施された 継続実施

① 各廃棄箱に表示 ○ 実施された 継続実施

② 混合物の分別によるリサイクル化向上 ○ 実施された 継続実施

③ 種類毎のリサイクルボックスに分別 ○ 実施された 継続実施

④ 定期的な勉強会の開催 ◯ 実施された 継続実施

⑤ 法令などの遵守 ○ 実施された 継続実施

① 会社車両洗車での節水 ○ 実施された 継続実施

② トイレ手洗いの自動化導入による節水励行 ○ 実施された 継続実施

③ 漏水などの設備点検の実施 ◯ 実施された 継続実施

① 使用物質の成分の把握 ○ 徹底されている 継続実施

② 購入量の確認等 ○ 徹底されている 継続実施

① 環境への負荷が少ないものを進んで購入 ○ 徹底されている 継続実施

② 導入コスト削減に向けて業者と交渉 ○ 徹底されている 継続実施

③ 情報収集を継続的に行う ○ 徹底されている 継続実施

① 貯水槽の劣化等情報収集を継続的に行う ○ 徹底されている 継続実施

② リユース利用をお客様に周知徹底する ○ 徹底されている 継続実施

③ 廃棄物があまり出ないような施工計画の策定および実施 ○ 徹底されている 継続実施

① 会議・朝礼時における教育および通達 ○ 徹底されている 継続実施

② 現場責任者と営業所長による原因究明活動の実施 ○ 実施された 継続実施

③ 件数集計の実施および前年度との比較など ○ 実施された 継続実施

④ 現場での資材・工具等の忘れ物表の作成およびチェック ○ 徹底されている 継続実施

＜備考＞

　評価判定：○（良くできた）　　△（まあまあできた）　　×（できなかった）　　-（実施が見送られた）

Ⅶ　環境経営計画の取組結果とその評価，及び次年度の環境経営計画

評　価
目標 責任者

鈴木

区分 項目

（運用期間：2022年5月～2023年4月）

活動項目

照明

化学物質
維持管理

環境に配慮し
た

製品使用

環境配慮工事
の提案

一般廃棄物の
削減

産業廃棄物の
削減

上水

八木

OA

田中

空調

半田

二酸化炭素の
削減

鈴木

鈴木

佐藤

廃棄物の削減

購入電力

ガソリン
　・
軽油

乗用車
トラック

佐藤
和

水使用量の削減

化学物質
使用量

安本
顧客満足度の

向上
クレーム発生

件数

石田

前田グリーン購入の推進

リユース
貯水槽の
利用推進

７



事務所の照明は全営業所LED化されています。
また、倉庫照明もLED化されています。

出退勤時に体温を計測して体調管理、
感染症対策に配慮しました。

金属くずはリサイクルのために細かく分類
され処理されます。

Ⅷ　 当社の取組み

非接触検温計設置

事務所照明　LED化

金属くず種別分別

８



◆地域との融合◆

近隣清掃

寄付活動・エコキャップ運動

９



１． 環境関連法規の遵守状況
　当事業所に適用される環境関連法規の遵守状況を確認した結果、違反はありませんでした。

評価日　2023年4月30日
評価者　環境管理責任者　鈴木　雪恵

条項 適用内容または規制基準値 備考 遵守評価

第6条の2第6項 一般廃棄物の収集運搬業者への委託処理 市条例の収集・処理基準の遵守 ○

第12条第2項 産業廃棄物の適正保管
・保管基準の遵守、保管場所の表示（60cm×60cm　以上掲示）
・廃棄物の悪臭・飛散防止 ○

第12条第5項 産業廃棄物の委託処理 収集運搬及び処分許可業者への委託 ○

第12条第6項 運搬又は処分を委託する場合の処理基準の遵守 処理業者と契約契約書の締結 ○

第12条の3第１項 マニフェストの交付 ○

第12条の3第2項 マニフェストの保管 Ａ票、5年間保管 ○

第12条の3第6項 マニフェストの保管 B2、D、E票の5年間保管 ○

第12条の3第7項 マニフェスト交付状況の知事報告 6/30までに報告書提出 ○

第12条の3第8項 管理票写しの送付がない時の適切な措置の実施 運搬又は処分業者からのＢ2（90日以内）,D,E票（180日以内）の期間内返却 ○

第14条第1項 産業廃棄物の収集運搬業の許可 県知事の許可 ○

第14条第12項 産業廃棄物処理基準の遵守 産業廃棄物収集運搬業者 ○

第14条の2 産業廃棄物の収集運搬業の許可等変更 県知事の許可 ○

第5条 建設業者の責務 分別の励行、リサイクルの推進 該当なし

第9条 対象建設工事受注者又は自主施工者の分別解体等の実施 解体工事-床面積合計80㎡以上
新築・増築工事-床面積合計500㎡以上
その他の工作物に関する工事（土木工事等－請負代
金額500万円以上）

該当なし

第10条 対象建設工事の発注者又は自主施工者の対象工事の届出 発注者に工事計画等を説明し工事着手7日前までに市
長に届出書を提出 該当なし

第12条 対象建設工事受注者の発注者への届出事項の説明
該当なし

第16条 対象建設工事受注者の再資源化等の実施
該当なし

第18条 対象建設工事の元請業者による発注者への特定建設資材
廃棄物の再資源化工事等の完了報告

発注者への完了報告
該当なし

第31条 技術管理者の設置（解体工事の監督） 該当なし

第14条 特定建設作業の実施の届出
バックホウ（原動機定格出力80KW以上）を使用する作
業

該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 該当なし

第14条 特定建設作業の実施の届出 くい打機 該当なし

第15条 特定施設の届出改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守（指定地域・時間帯規制） 該当なし

第10条 浄化槽の保守点検及び清掃に実施 保守点検及び定期清掃の実施 ○

第10条の2 浄化槽の使用開始報告書の提出 使用開始から30日以内に県知事へ提出 ○

第11条 指定検査機関による水質に関する検査の実施 法定検査の実施（１回／年） ○

家電リサイクル法（特定家庭用機器再商
品化法）

第6条
特定家庭用機器廃棄物の収集・運搬をする者等への適切な
引き渡し、料金の支払

指定家電（テレビ・冷蔵庫他）廃棄時のサイクル料金の
支払

該当なし

第8条 使用済自動車の引渡義務

第73条 使用済自動車の引き取り業者への引き渡し リサイクル料金の支払（廃車時）

第16条

冷凍空調機器：全ての第一種特定機器が対象
①自身での「簡易点検(３ヶ月に１回以上)」実施
圧縮機電動機定格出力に応じ有資格者による「定期点検」
②空調機（50kW以上）１年に１回以上
③空調機（7.5kW～50kW未満）３年に１回以上
④冷凍冷蔵機器（7.5kW以上）１年に１回以上

①企業・法人の管理者が確認

②、③、④
　有資格者による定期点検実施

○

第41条 第1種特定製品廃棄等実施者の引渡義務
製品管理者のフロン類回収業者へのフロン類の引き
渡し義務

該当なし

第3条の１ 国土交通大臣に対する一般建設業の許可の申請 ○

第25条第１項 主任技術者の設置 ○

第25条第2項 管理技術者の設置 ○

省エネ法（エネルギーの使用の合理化に
関する法律）

第4条
エネルギー使用量の合計が１，５００kl／年以上の事業者は
届出

エネルギー使用量（原油換算地）の把握 該当なし

地球温暖化対策推進法 第25条 温室効果ガス算定排出量の報告 温室効果ガスの把握 該当なし

水道法 第25条の2 指定給水装置工事事業者の指定 給水装置工事主任技術者 ○

下水道法 第22条 設計者等の資格 技術士、第一種技術検定等 該当なし

河川法 第50条第1項 ダムの適正な維持、操作、管理 ダム管理主任技術者 該当なし

第71条 騒音に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） 鉄骨及び橋りょうの組み立て作業 該当なし

第72条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 該当なし

第88条 振動に係る特定建設作業の実施の届出（工事開始7日前） くい打機（振動規制法の特定建設作業に準ずる） 該当なし

第８9条 改善勧告及び改善命令 規制基準の遵守 該当なし

第82条 産業廃棄物管理責任者の設置 ○

第10条 委託先の実地確認と記録の保存 現地確認記録の保管 ○

法令
リサイクル法（資源の有効な利用の促進
に関する法律）

第4条 指定再資源化製品のリサイクルへの協力（適正廃棄） パソコン、小型二次電池等の廃棄時 該当なし

２． 違反、訴訟等の有無
関係機関からの指摘、利害関係者からの訴訟は過去３年間ありませんでした。

騒音規制法

Ⅸ　環境関連法規などの遵守状況の確認及び評価の結果，並びに違反，訴訟などの有無

法規・条例・規制

○

責務・
努力

振動規制法

浄化槽法

自動車リサイクル法（使用済自動車の再
資源化等に関する法律）

法律

静岡県条例

フロン排出抑制法（フロン類の使用の合
理化及び管理の適正化に関する法律）

静岡県生活環境の保全等に関する条例

静岡県産業廃棄物の適正な処理に関す
る条例

建設業法

義務

廃棄物処理法（廃棄物の処理及び清掃に
関する法律）

建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再
資源化等に関する法律）
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作成　 2023年9月05日

確認

1 □

2 □

3 □

4 □

5 □ 特に問題ありませんでした。

6 □

7 □

8 □

株式会社エスバイエス
代表取締役　　　定石　明

変更の
必要性

1 有 ・ 無

2 有 ・ 無

3 有 ・ 無

4 有 ・ 無

5 有 ・ 無

6 有 ・ 無その他（外部への対応）

環境経営目標

環境経営計画

環境に関する組織（実施体制含め）

特に問題ありませんでした。

外部コミュニケーション・対応記録

環境経営計画及び取り組み実施状況

継続して取り組みます問題点の是正・予防措置の実施状況

取引先、業界、関係行政機関、その他の外
部動向

継続して取り組みます

その他（                                 ）

Ⅹ　代表者による全体の評価と見直し・指示

２０２３年９月０５日

１
・
見
直
し
関
連
情
報

項    目 ：（必要に応じて評価・コメント記載）

エコアクション21文書 記録・文書として作成しました。

環境経営目標及び目標達成状況 軽油・液化石油ガス（LPG)以外は達成

２
・
代
表
者
に
よ
る
全
体
評
価
・
見
直
し
指
示

見直し項目 「有」の場合の指示事項等

その他のシステム要素

環境経営方針

継続して取り組みます

環境関連法規要求一覧及び遵守状況

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

環境経営目標及び目標達成状況が、前年に対して軽油・液化石油ガス（LPG)以外達成でした。

前年の目標に対して、達成度合いを把握しやすくなったはずだが、液化石油ガスの増加は考える余地がある。使用量自体は他化石燃料と比

較して少ないものであるが使用が事務所内の給湯器のみであることを考えれば暖かい時期の使用量は減少に務めるよう指示をした。

今年度は工事売上高が好調であ合ったことを考えれば、軽油燃料が１％の増加であったことは、むしろ少なかったと考える。

燃料費も高騰しているので数値把握を行い必要以上に増加しないよう努めたい。

基準年の数値も疎かにせず前年対比で一喜一憂せずに、全体を見渡してもらいたい。

今年度は産廃の行政報告に問題はなかった。

電力使用量のチェックシートは、よく工夫して作成された。エクセル上で昨年比で色による確認とグラフで確認できることは誰でも理解できるも

のとなった。

他使用量も同様に行ってもらい、自己チェック表・レポートとも早めの提出できるよう努力してもらいたい。

代表者による指示

１．方針・実施体制は継続とする。

２．電力使用量のチェックシート以外の使用量シートも工夫して見やすくするよう指示をした。
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